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参考資料３ 

                                              

長良川河口堰運用開始から 30年の状況の変化について 

 

 2025年は、1995年に長良川河口堰が本格運用して 30年の節目の年になります。この 30年の

間に、日本社会を取り巻く環境は大きく変化しています。長良川河口堰の最適運用の在り方は、そ

の変化に対応して、大局的に見直しが必要。 

 

１．気候変動沸騰化の時代 

 

（１）世界 

2023 年 7 月、国連のグテーレス事務総長は、同年の「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰

の時代が訪れた」と発言。2025年 1月には「コペルニクス気候変動サービス」が 2024年の平均気

温は人類が大量の化石燃料を燃やし始めた工業発達以前よりも 1.6 度高かったと発表、3 月には

NASAが 2024年の海面上昇が当初予測 0.43cmを上回って海面上昇幅は 0.59cm と発表。 

気候変動の影響は、気象災害、生物多様性も減少、農林水産業への影響など多方面にわたり

ます。他方で、温室効果ガスの排出量は増大傾向にあり、減少の兆しは見えない。 

 

（２）日本 

気候変動の影響による海水面温度の上昇等が明確になり、毎年のように台風の巨大化や線状

降水帯、局地的大雨、さらに高潮などの希少災害が起きており、さらに激化することが想定。 

 

１）年平均気温偏差と年平均海面水温の偏差値 

2024 年の日本の年平均気温偏差は+1.64℃（1～11 月の期間から算出した速報値）で、2024

年の日本近海の年平均海面水温の平年差は、+1.46℃（1～11 月の期間から算出した速報値）、

いずれも 統計を開始した 1898年以降、これまで最も高い値。 

 

２）降水量の変化 

・2024 年の日本の降水量の基準値（1991〜2020 年の 30 年平均値）からの偏差は+231.6mm、

日本の年降水量偏差の経年変化（1898〜2024 年）には長期変化傾向は見られないが、1898

年の統計開始から 1920 年代半ばまでと 1950 年代、2010 年代以降に多雨期が見られる。ま

た、1970年代から 2000年代までは年ごとの変動が比較的大きくなっていた。 

・1日の降水量が 200 ミリ以上という大雨を観測した日数は、増減を繰り返しながらも長期的に見れ

ば明瞭な増加傾向。 

・1 日に 200 ミリという大雨は、例えば、東京の平年の 9 月ひと月分の降水量が 1 日で降ることに

相当する災害をもたらしうる大雨。また、1976 年以降と統計期間は短いものの、空間的にきめ細



2 

 

かな観測を行っているアメダス（全国約 1,300地点）のデータによれば、「滝のように降る」1時間

あたり 50 ミリ以上の短時間の強い雨の頻度が長期的に増加傾向にあるなど、雨の降り方に変化。 

 

３）東海地方のこれまでの気候の変化（観測成果） 

①気温 

・東海地方の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら、10 年で.0.25℃上昇（信頼水準 99%

で統計的に有意）。100年で、名古屋 2.3℃、津 1.8℃、岐阜 1.9℃上昇。 

・夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）、熱帯夜（日最低気温 25℃以上）の

日数は、静岡、津、岐阜では、統計的に有意に増加（信頼水準 99%以上）。特に猛暑日の日数

は、1990年代半ばを境に大きく増加。 

・冬日（最低気温が 0℃を下回る）は、静岡、津、岐阜では、統計的に有意に減少（信頼水準 99%

以上）。 

②降水量 

 静岡、名古屋、岐阜では、統計的に有意な変化傾向は確認できない。津では年降水量は減少。 

ⅰ）1時間 30mm以上の短時間強雨発生回数 

・東海地方のアメダス観測地点でみると、1 時間降水量 30 ミリ以上の極端な大雨の年間発生回数

は増加（信頼水準 90%以上で統計的に有意）。 

・最近 10 年間の平均年間発生回数は、統計期間の最初の 10 年間と比べて約 1.3 倍に増加

（1979〜1988年平均で約 2.13回が 2014〜2023年平均で約 2.84回に増加）。 

ⅱ）3時間 100mm以上の短時間強雨発生回数 

・東海地方のアメダス観測地点でみると、統計的に有意な変化傾向は確認できない。 

・最近 10 年間の平均年間発生回数は、統計期間の最初の 10 年間と比べて約 1.4 倍に増加

（1979〜1988年平均で約 0.23回が 2014〜2023年平均で約 0.33回に増加） 

ⅲ）大雨  日 100mm以上の大雨発生回数 

・東海地方のアメダス観測地点でみると、統計的に有意な変化傾向は確認できない。 

・なお、最近 10 年間の平均年間発生回数は、統計期間の最初の 10 年間と比べて約 1.4 倍に増

加（1979〜1988年平均で約 1.91回が 2014〜2023年平均で約 2.60に増加）。 

③無降水日数 

・名古屋、津、岐阜では、統計的に有意に増加（信頼水準 90%以上で統計的に有意） 

・全国的な傾向として、極端な大雨の日数が増加していることとあわせて、大雨の頻度が増える反

面、降水がほとんどない日も増加。 

・地点別で見ると、全国的な増加傾向とは異る特徴がみられる地点もあり、地域的な地形の影響等

が要因として考えられる。 
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〈参考資料〉 

 

★2024年世界の平均気温 抑制目標の「1.5度」初めて超える（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/articles/cwyw3gp3y49o 

 

 

 

★「地球沸騰の時代が到来!? ～気象庁の気候変動に関する取り組み～」（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2024/index1.html 

https://www.bbc.com/japanese/articles/cwyw3gp3y49o
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2024/index1.html
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Data source: Global Carbon Budget (2024) – Learn more about this data 

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY 

 

 

   

★「2024 年（令和６年）の日本の年平均気温及び日本近海の年平均海面水温（速報）（気象庁）」 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2412/25a/2024matome_besshi1-1.pdf 
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●棒グラフ：各年の降水量の基準値からの偏差、●折れ線（青）：偏差の 5年移動平均値。 

基準値は 1991〜2020年の 30年平均値。 

★「日本の年降水量偏差の経年変化（1898〜2024年）」（気象庁） 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn_r.html 

 

★東海地方のこれまでの気候の変化（観測成果） 

https://www.data.jma.go.jp/tokyo/shosai/chiiki/tokyok_fix/tokai/observation.html 

（気温） 
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（降水量） 

  

 

 

無降水日数  

「晴れ日数」は「日照時間が可照時間の 40％以上」の日数であり、「降水日数」は「日降水量１ｍｍ

以上」の日数。こ 2 つは同じ日に起こることがあるため、「晴れ日数」と「降水日数」の両方に数えら

れる日もある。 
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★水循環基本法・水循環基本計画の概要 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/03_kihonho_gaiyo.pdf 

 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/03_kihonho_gaiyo.pdf
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★水循環基本計画の改定 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/about/pdf/r060830_gaiyou.pdf 
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２．地震活動活発化の時代 

 

1995年 1月の阪神淡路大震災の後、2011年 3月の東日本大震災以降は、2016年 4月の熊

本地震、2024年 1月の能登地震など震度 7を超える地震が起きており、震度 6クラスの地震を含

めると、地震の活動期に入っている。 

 

（１）中部地方の地震活動は、次の 3つがある。 

①太平洋側沖合の駿河トラフや南海トラフから陸側へ傾き下がるプレート境界付近で発生する

海溝型地震（安政東海地震 M8.4 1854/12/23）＆（東南海地震 1944/12/7 M7.9）  

 ②日本海側東縁部（新潟県沖合付近）で発生する地震 

 ③陸域の浅い場所（深さ 20㎞以浅）で発生する地震 （天正地震M7.8/8.2 1586/1/18） 

 

（２）活断層の近くで比較的規模の大きな地震が発生。 

（濃尾地震 M8.0 1891/10/28） 

   

中部地方の地震活動の特徴  ( p.203 – p.281 )(15,277 KB) 

日本の地震活動― 被害地震から見た地域別の特徴 ― ＜第 2版＞（平成 21年 3月） 

https://www.jishin.go.jp/main/nihonjishin/2010/chubu.pdf 

 

（３）長良川河口堰と地震 

H28．6．17 「長良川河口堰の耐震性能照査結果について 」 

https://www.water.go.jp/chubu/nagara/04_shinchaku/h28/20160617_taishin_ketsuka.pdf 

平成 23年 3月の東日本大震災を踏まえ、平成 24年 2月に改定された「河川構造物の耐震性

能照査指針」に基づき、長良川河口堰の耐震性能について照査を実施。  

その結果、長良川河口堰は、耐震性能（地震後においても、堰としての機能を保持する性能）を確

保しており、新たな耐震対策の必要がないことを確認。 
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〈参考〉 

★利根川河口堰大規模地震対策事業（令和 6年 6月 独立行政法人 水資源機構） 

https://www.water.go.jp/kanto/tonekako/jigyou/pdf/shiryou/R60621.pdf 
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３．インフラ設備の更新・大規模修繕の時代 

 

（１）インフラのメンテナンス 

・国土交通省が所管事業についてまとめた維持管理・更新費の推計では、今後 30 年間合計で

176.5～194.6兆円程度。 

・日本の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化が進むこと

が懸念。 

・今後、建設後50年以上経過する施設の割合は加速度的に大きくなる見込みであり、一斉に老朽

化するインフラを戦略的に維持管理・更新することが求められている。河川施設では、建設後 50

年経過施設は、2020年 3月 10％、2030年 3月 23％、2040年 3月 38％となる。 

・特に市町村では、予算が限られている上に、技術系職員 5 人以下が約 5 割で、自力でメンテナ

ンスすることが困難な状況。 

・国土交通省では、「社会資本の維持管理における包括的民間委託等の活用促進に向けた勉強

会」を組織し、「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」（令和 5年 3月）を

発出し、メンテナンスの「包括的外部委託」の導入を推奨。ただし、これは、「災害防止対策の外

注化」とも言え、住民への情報公開など透明性の確保と災害緊急時の責任の在り方を明確にし

ておく必要がある。 

 

（２）大規模修繕・更新 

・インフラ設備はやがて大規模修繕や更新期をむかえますが、災害によって予定していない時期

に大修繕が必要になることもありえる。 

・「利根川河口堰（※1971年完成）大規模地震対策事業」（国の直轄事業）は、総事業費約 550億

円の予定で、令和 6年度～令和 20年度で事業が開始されている。 

 

※河川法第 60条で定められた負担割合 

区分 事業内容 国負担割合 県負担割合 

河川 改良工事 大規模改良工事 7/10 3/10 

その他の改良工事 2/3 1/3 

その他の管理に係る工事  1/2 1/2 

 

★河川法  （一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担） 

第六十条 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用（略）については、

政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事（「大規模改良工事」）に

要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分

の一を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事及び修繕以外

の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。 
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〈参考資料〉 

 

 国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計（平成 30年 11月 30日） 

ttps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/research01_02_pdf02.pdf 

 

★「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き」（令和 5年 3月） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/houkatsu_tebiki.pdf 
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４．少子高齢化による水需要変化の時代 

 

（１）全国の人口推計と水需要 

・日本の総人口は平成 20（2008）年をピークに平成 23（2011）年以降は一貫して減少しているが、

水道使用量はそれ以前の平成 10（1998）年頃をピーク（4100 万㎥日）に漸減し、2050 年には

2760万㎥日へとピーク時の 67％となると推計されており、水道の料金収入が減少。 

・背景としては、人口の減少に加えて、家庭内・事業所内の節水機器の浸透（トイレ、洗濯機等）の

影響がある。今後も人口の減少が見込まれているため、水需要は減り続けると予測。 

（注） 

・「給水人口」とは、水道水を使用している人の数のこと。 

 ・「有収水量」とは、浄水場でつくられた水道水のうち、水道料金の対象になった分の水量を指す

（漏水や、消防で使われる水などは水道料金の対象にならない）。 

 

（２）人口推計（「将来推計人口(2023年 12月公表)」による） 

１）全国 

・2020 年人口 1 億 26,14 万 6000 人から 2050 年人口 1 億 0468 万 6000 人へと 83.0％（▲

17％）に減少。 

・2025 年 2 月 27 日発表の厚生労働省の人口動態統計速報によれば、）2024 年（令和 6 年）の

出生者数は、9 年連続で過去最少を更新して 72 万 988 人となり、前年（速報）より 3 万 7,643

人減少（△5.0％）した。（予測の低位推計に近い） 

（注） ・出生率（しゅっしょうりつ）とは、その年に生まれた人口 1,000人あたりの出生数 

・合計特殊出生率とは、15-49歳の女性 1人あたりが産む子供の数 

 

２）愛知県 

 2020年人口 754万 2千人から 2050年人口 667万 6000人、88.5％（▲11.5％）に減少。 

３）岐阜県 

 ・「将来推計人口(2023年 12月公表)」によると、2020年人口 197万 9000人から 2050年人口

146万 8000人、74.2％（▲25.8％）に減少。 

４）三重県 

・「将来推計人口(2023年 12月公表)」によると、2020年人口 177万人から 2050年人口 134万

7000人、76.1％（▲23.9％）に減少。 
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〈参考資料〉 

「令和５年度水循環施策」  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/r06_siryou2-1.pd 

 

 

（愛知県の人口） 

 

https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001023000/1 

 

★岐阜県の将来人口推計（令和４年３月 岐阜県政策研究会人口動向研究部会） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/293310.pdf 

https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001023000/1
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（三重県の人口） 

 

https://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001024000/1 
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５．生物多様性・「昆明・モントリオール生物多様性枠組」 

 

 2010 年に開催された国連生物多様性条約締約国会議第 10 回締約国会議（COP10）では「愛

知目標」が設定され、2022年 12月の第 15回締約国会議（COP15）においては、2030年までの

新たな世界目標として「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択。 

 

（１）昆明・モントリオール生物多様性枠組 

①2050年ビジョン：「自然と共生する世界」ビジョンと「4つの 2050年グローバルゴール」 

②2030年ミッション：自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性 の損失を止め、反転させ

るための緊急の行動 

③「3つの分野・23のグローバルターゲット」：ミッション実現のための世界全体で取る緊急行動 

 

（２）2030年までの「ネイチャーポジティブ（自然再興）」 

「2020 年を基準として、2030 年までに自然の損失を食い止めて反転させ（Halt and Reverse 

Nature Loss by 2030）、2050年までに完全な回復を達成する」。 

 

 

https://www.iucn.jp/explanation/nature_positive 

 

（３）30 by 30目標 

2030 年までに、陸域・淡水域、海水域のそれぞれ少なくとも 30%を保護地域及び OECM によ

り保全 

※OECM とは、Other effective area-based conservation measures（その他の効果的な地
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域をベースとする手段）の頭文字をとったもので、国立公園などの保護地区ではない地域のう

ち、生物多様性を効果的にかつ長期的に保全しうる地域のこと。 

・生物多様性条約第 10回締結国会議（COP10）で、必ずしも自然を守るためではなくとも、人の

適切な営みにより結果として自然が守られてきた場所の重要性を、日本が主催国として提起。 

・COP14で次のように定義される 

 「保護地域以外の地理的に画定された地域で、付随する生態系の機能とサービス、適切な

場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保

全にとって肯定的な長期の成果を継続的に達成する方法で統治・管理されているもの」 

 

〈参考〉 

 

   

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_pamph_jp.pdf 

 

 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/kmgbf_pamph_jp.pdf

